
船舶事故調査報告書 

 

                               平成２３年２月２４日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  山 本 哲 也 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２２年７月７日 １２時０５分ごろ 

発生場所 上水
かみみず

島南東方沖 岡山県倉敷市水島港

 水島港西１号防波堤灯台から真方位１８７°１,２５０ｍ付近  

（概位 北緯３４°２７.５′ 東経１３３°４３.９′） 

事故調査の経過  平成２２年８月１０日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報  

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

貨物船 第十二金力
きんりき

丸、４９９トン 

 １３１６２８、多田海運株式会社 

 ７４.７２ｍ×１２.５０ｍ×７.０５ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、１,３２３kＷ、平成５年１０月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６０歳 

 四級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 昭和５１年７月９日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２１年６月１１日 

  免状有効期間満了日 平成２６年１２月２０日 

 死傷者等 なし 

 損傷 船底に擦過傷 

 事故の経過  本船は、船長ほか５人が乗り組み、コークス１,５５２ｔを積載し、船首

約３.０７ｍ、船尾約５.０１ｍの喫水で、平成２２年７月７日１１時５０

分ごろ、水島港南方沖の検疫錨地を抜錨して同港内に向かった。 

 

 船長は、水島港への入港が約９年ぶりで入港経験も２～３回しかなかっ

たので、６日１７時ごろ検疫錨地に錨泊したのち、水島港への入港に備え

て新たに購入した海図などで水島港への入港経路を調査し、同錨地から東

方にある上濃地
か み の じ

島と六口
むくち

島の間に向けて東進して、上濃地島の南方から水

島港港内航路南口に入航することにしていた。 

 船長は、抜錨時から手動操舵につき、他の乗組員を船首尾甲板で入港配

置に付け、１.５海里レンジとしたレーダーのほか電子海図及びＧＰＳプロ

ッターを作動させ、予定どおり上濃地島と六口島の間に向けて東進するつ

もりでいたところ、錨地の北方にある上水島とイザロ濃地
の じ

島を上濃地島と

六口島であると見間違え、上水島とイザロ濃地島の中央付近に向く針路と

したが、ジャイロコンパスなどで針路を確認せず、機関を微速力前進とし

て低速力で北進を開始した。 

 船長は、上濃地島と六口島に向けて東進しているものと思い込み、針路

を確認せずに上水島とイザロ濃地島の間の浅所に向けて航行し、１２時０
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５分ごろ、水島港西１号防波堤灯台から真方位１８７°１,２５０ｍ付近の

浅所に乗り揚げた。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 東、風力 ２、視界 良好、気温 約２８℃ 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中央期、潮高 約１.１ｍ 

 その他の事項  船長は、抜錨後、ＶＨＦを１６チャンネル（ch）で水島ポートラジオを

呼び出して１２ch に切り替え、本船が着岸する旨を連絡したが、同交信を

終えたのちに１６chに戻さず、１２chのままにしていた。 

 備讃瀬戸海上交通センターでは、本事故前に、本船に対し、ＶＨＦ１６

ch により浅所に向かっている旨の情報提供を行ったが、本船のＶＨＦが１

２chとなっていたので、本船では同情報を受信することができなかった。

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 本船は、水島港検疫錨地から同港内に向けて北

進中、船長が、同錨地の東方にある上濃地島と六

口島との間に向けて東進するつもりでいたとこ

ろ、同錨地の北方にある上水島とイザロ濃地島を

上濃地島と六口島であると思い込み、ジャイロコ

ンパスなどで針路を確認しなかったことから、上

水島とイザロ濃地島との間の浅所に向いているこ

とに気付かずに航行し、同浅所に乗り揚げたもの

と考えられる。 

原因  本事故は、本船が、水島港検疫錨地から同港内に向けて北進中、船長

が、同錨地の東方にある上濃地島と六口島との間に向けて東進するつもり

でいたところ、同錨地の北方にある上水島とイザロ濃地島を上濃地島と六

口島であると思い込み、ジャイロコンパスなどで針路を確認しなかったた

め、上水島とイザロ濃地島との間の浅所に向いていることに気付かずに航

行し、同浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 

 




